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「
ま
ち
づ
く
り
」
の
具
体
を 

議
論
し
ま
し
ょ
う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長 

髙
貫 

博
樹 

  

日
頃
、「
区
画
整
理
」
と
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
頂
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

さ
て
、
こ
の
事
業
の
最
近
の
動
向
で
あ
り
ま
す
。

今
年
一
月
一
九
日
練
馬
区
江
古
田
の
「
ス
ノ
ー
ベ
ル

え
ご
た
」
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
目
的
は
「
共

同
建
替
」
に
つ
い
て
で
し
た
。
何
棟
か
の
建
物
を
一

棟
の
ビ
ル
に
し
て
、
こ
れ
に
何
人
か
の
所
有
者
、
権

利
者
が
入
居
し
、
さ
ら
に
新
し
く
権
利
を
得
た
人
も

入
居
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
今
年
九
月
二
十
八
日
に
も
、
こ
の
共
同
建

替
の
仕
組
み
に
つ
い
て
勉
強
会
を
行
い
、
さ
ら
に
理

解
を
深
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
勉
強
会
で

他
地
域
の
お
話
が
あ
り
、
こ
の
共
同
建
替
で
高
齢
者

の
住
ま
い
づ
く
り
の
実
現
を
し
て
い
る
山
形
県
鶴
岡

市
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
共
同
で
造
っ
た
建
物
の

中
に
商
店
が
あ
り
、
権
利
者
の
居
宅
や
店
舗
が
あ
り
、

さ
ら
に
介
護
施
設
や
高
齢
者
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
と

い
っ
た
お
話
で
し
た
。 

さ
て
、
茂
原
市
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
中
に
あ
る

「
茂
原
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
方
針
図
」
に
は
、「
行
政
・

文
化
・
教
育
・
福
祉
・
医
療
な
ど
複
合
拠
点
機
能
の

充
実
」
と
い
う
一
文
が
出
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
茂
原

地
区
に
お
い
て
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
し
て
、

行
政
機
能
や
、
福
祉
と
し
て
「
介
護
施
設
」
、
文
化
と

し
て
は
例
え
ば
「
複
合
的
な
施
設
」
、
医
療
に
つ
い
て

は
「
高
度
救
急
の
医
療
セ
ン
タ
ー
」
が
必
要
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
今
後
の
高
齢
者
社
会
で
は
、

「
街
中
居
住
」
な
ど
の
希
望
も
あ
る
は
ず
で
す
か
ら
、

「
高
齢
者
マ
ン
シ
ョ
ン
」
な
ど
も
需
要
が
沢
山
あ
る

と
思
い
ま
す
。 

茂
原
駅
前
通
り
地
区
は
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
中

で
、「
茂
原
地
区
」
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
先
に
述

べ
た
機
能
の
一
部
を
担
う
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
お 

駅
前
通
り
地
区 

区
画
整
理
だ
よ
り 
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り
ま
す
。
で
は
茂
原
駅
前
通
り
地
区
を
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
ま
ち
に
し
て
い
く
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る

時
が
ま
さ
に
今
だ
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
様
の
ご
指

導
ご
協
力
ご
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

第
一
回
勉
強
会 

共
同
建
物
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た 

 

 

 

●
テ
ー
マ 

「
ま
ち
づ
く
り
と
共
同
建
替
え
の 

仕
組
み
に
つ
い
て
」 

●
開
催
日 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日 

●
場
所 

 

駐
車
場
管
理
事
務
所 

  

茂
原
駅
前
通
り
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
は
、
既

成
市
街
地
の
土
地
区
画
整
理
事
業
で
あ
る
た
め
、
玉

突
き
式
で
移
転
補
償
を
行
っ
て
お
り
、
か
ね
て
か
ら

事
業
の
長
期
化
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ

れ
を
改
善
す
る
手
立
て
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
度

勉
強
会
及
び
視
察
研
修
で
建
物
の
共
同
化
に
つ
い
て

学
び
ま
し
た
。 

今
年
度
も
そ
れ
に
引
き
続
き
、
建
物
の
共
同
化
に

つ
い
て
、
昨
年
度
よ
り
深
い
内
容
で
勉
強
会
を
実
施

し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
講
師
に
は
、
他
市
町
村
で
い
く
つ
も
の

共
同
化
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
、
合
同
会
社
住
ま
い
・

ま
ち
づ
く
り
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク
ス
の
野
田
明
宏
氏
を

お
招
き
し
、
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

発
行
人 

・
茂
原
駅
前
通
り
地
区 

ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会 

・
茂
原
市
役
所 

都
市
整
備
課 

５
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●
建
物
の
共
同
化
と
は 

複
数
の
権
利
者
が
建
物
を
一
体
的
に
整
備
す
る
こ

と
を
言
い
ま
す
。 

 

●
建
物
の
共
同
化
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト 

Ｑ
１
管
理
費
や
修
繕
積
立
金
な
ど
戸
建
の
と
き
に

は
必
要
と
な
ら
な
い
支
出
が
あ
る
の
で
は
？ 

Ａ
１
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
建
物
の
維
持
費
で
す
。
共
同
住
宅

で
は
管
理
費
用
の
積
み
立
て
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
戸
建
で
も
リ
フ
ォ
ー
ム
や
修
繕
な
ど
で
貯
蓄
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
戸
建

と
共
同
住
宅
で
金
額
は
大
き
く
異
な
り
ま
せ
ん
。
取

り
決
め
を
し
、
集
め
る
こ
と
で
、
建
物
の
寿
命
を
全

う
で
き
る
よ
う
に
適
正
な
管
理
が
で
き
ま
す
。 

 

Ｑ
２
戸
建
と
異
な
り
、
子
ど
も
達
に
処
分
し
づ
ら
い

資
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
？ 

Ａ
２
共
同
住
宅
に
は
、
自
分
の
持
ち
分
で
あ
る
専
用

部
分
と
共
有
部
分
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。
分
譲
マ
ン

シ
ョ
ン
と
同
様
の
形
態
を
と
っ
て
あ
り
、
各
々
の
事

情
で
売
却
が
可
能
で
す
。
し
か
し
、
戸
建
の
場
合
は

売
却
時
の
状
況
に
応
じ
、
更
地
に
し
て
か
ら
売
却
が

可
能
で
す
が
、
共
同
住
宅
の
場
合
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
は
個
人
で
は
行
え
な
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。 

 

Ｑ
３
戸
建
と
異
な
り
、
何
を
す
る
に
も
個
人
で
決
め

ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
？ 

Ａ
３
建
物
の
計
画
や
管
理
な
ど
に
お
い
て
、
一
個
人

の
意
見
だ
け
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
限
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
逆
に
共
同
体
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
で
は
思
い

つ
か
な
い
よ
う
な
意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
、
描

け
る
将
来
像
が
広
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
Ｑ
４
共
同
化
の
費
用
負
担
は
ど
う
な
る
の
か
？ 

Ａ
４
場
合
ご
と
に
規
模
は
変
わ
り
ま
す
が
、
従
前
の

土
地
資
産
に
よ
っ
て
、
共
同
建
物
の
床
を
費
用
負
担

無
く
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
を
省
く
と
、
土

地
に
つ
い
て
は
、
従
前
よ
り
小
さ
く
な
る
代
わ
り

に
、
建
物
の
床
を
取
得
で
き
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。 

 

Ｑ
５
建
物
の
維
持
・
管
理
の
体
制
は
？ 

Ａ
５
区
分
所
有
建
物
が
で
き
る
と
管
理
組
合
が
結 

成
さ
れ
ま
す
。
管
理
組
合
が
組
合
員
の
財
産
を
適
正

に
保
持
す
る
役
割
を
担
い
、
維
持
管
理
を
実
施
し
ま

す
。
大
規
模
な
建
物
に
な
る
と
、
管
理
を
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
に
委
託
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、
小
規

模
な
共
同
建
物
で
あ
れ
ば
、
自
己
管
理
や
一
部
の
み

委
託
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
い
で
す
。 

 

Ｑ
６
共
有
持
分
で
誰
か
が
亡
く
な
り
、
相
続
人
不
存

在
と
な
っ
た
場
合
、
他
の
人
が
売
却
で
き
る
の
か
？ 

Ａ
６
も
し
相
続
人
不
存
在
と
な
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
ら
権
利
は
管
理

組
合
に
移
管
す
る
よ
う
に
し
て
お
く
ケ
ー
ス
が
多

い
で
す
。 

 

●
共
同
建
物
の
紹
介 

 

勉
強
会
の
中
で
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
共

同
建
物
を
紹
介
し
ま
す
。
今
回
は
共
同
建
物
の
店
舗

部
分
の
所
有
や
管
理
に
つ
い
て
「
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ

石
巻
」
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

        

 

 

   

一
階
に
は
店
舗
が
三
軒
入
っ
て
お
り
、
二
階
以
上

に
は
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
と
権
利
者
の
住
居
が
あ
り
ま

す
。 こ

の
建
物
は
、
一
階
の
店
舗
部
分
の
所
有
・
管
理

運
営
に
工
夫
が
あ
り
ま
す
。
地
元
の
複
数
の
ま
ち
づ

く
り
団
体
等
が
合
同
会
社
を
作
り
、
そ
の
合
同
会
社

が
所
有
し
、
テ
ナ
ン
ト
の
貸
出
を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
権
者
だ
け
で
は
、
費
用
面
や
管
理
面
で
所
有
が
難

し
い
と
い
う
問
題
点
を
解
決
し
て
い
る
例
で
す
。 

ま
た
所
有
し
て
い
る
の
が
、
ま
ち
づ
く
り
団
体
を

中
心
と
し
た
合
同
会
社
で
す
の
で
、
ま
ち
の
活
性
化

を
図
る
イ
ベ
ン
ト
等
に
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
賑
わ

い
の
創
出
に
も
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。 
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一
緒
に
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
考
え
て
く

れ
る
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す 

 

茂
原
駅
前
通
り
地
区
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

は
、
権
利
者
等
か
ら
組
織
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
中
に
は
、
全
体
会
議
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て

「
代
議
員
総
会
」
を
、
執
行
機
関
と
し
て
「
幹
事
会
」

を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。 

活
動
と
し
ま
し
て
は
勉
強
会
等
を
実
施
す
る
こ

と
で
、
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い

く
か
を
学
び
な
が
ら
、
検
討
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
「
代
議
員
」
又
は
「
幹
事
」
と
し
て
、
茂
原

駅
前
通
り
地
区
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
に
ご
協

力
い
た
だ
け
る
方
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。 

一
年
間
に
お
け
る
代
議
員
、
幹
事
の
主
な
活
動
は

次
の
と
お
り
で
す
。 

 ●
主
な
活
動
内
容 

例
：
平
成
二
十
九
年
度 

五
月
二
十
六
日 

 

第
一
回
幹
事
会 

六
月
二
十
九
日 

 

代
議
員
総
会 

八
月
八
日 

 
 
 

第
二
回
幹
事
会 

九
月
二
十
九
日 

 

勉
強
会 

十
二
月
十
八
日 

 

雑
談
会 

一
月
十
九
日 

 
 

視
察
研
修 

三
月
十
三
日 

 
 

意
見
交
換
会 

 

三
月
二
十
六
日 

 

第
三
回
幹
事
会 

 

※
原
則
と
し
て
、
代
議
員
の
方
は
代
議
員
総
会
、
幹

事
の
方
は
代
議
員
総
会
及
び
幹
事
会
へ
の
参
加
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
勉
強
会
、
雑
談
会
、
視
察
研
修
等
は
、
幹

事
・
代
議
員
で
な
く
と
も
会
員
の
方
は
ど
な
た
で
も

ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
ご
案

内
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
の
で
、
茂
原
駅
前
通
り
地

区
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
事
務
局
（
茂
原
市
役
所

都
市
整
備
課
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

代
議
員
ま
た
は
幹
事
と
し
て
、
茂
原
駅
前
通
り
地

区
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
活
動
に
ご
参
加
い

た
だ
け
る
方
、
ま
た
詳
し
い
お
話
を
聞
き
た
い
方

も
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。 

ぜ
ひ
一
緒
に
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。 

 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
選
挙
の 

お
知
ら
せ 

 

審
議
会
は
権
利
者
の
意
思
を
出
来
る
だ
け
事

業
の
上
に
反
映
す
る
こ
と
と
、
事
業
が
民
主
的

か
つ
能
率
的
に
運
営
さ
れ
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ

て
い
る
施
行
者
の
諮
問
機
関
で
あ
り
、
法
律
に

お
い
て
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。 

 

茂
原
駅
前
通
り
地
区
の
審
議
会
委
員
の
定
数

は
施
行
規
模
に
よ
り
十
名
と
定
め
ら
れ
て
お

り
、
本
年
十
二
月
九
日
が
任
期
満
了
に
よ
る
選

挙
と
な
り
ま
す
。 

 

●
審
議
会
委
員
の
お
も
な
仕
事 

 

審
議
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な
権
限
に

は
、
①
施
行
者
が
審
議
会
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
と
②
施
行
者
が
審
議
会
の
同
意
を
必
要
と

す
る
事
項
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
議
事
に
つ
い
て
審
議
す

る
も
の
で
す
。 

① 

意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項 

・
換
地
計
画
の
作
成
、
変
更
に
関
す
る
こ
と 

・
仮
換
地
の
指
定
に
関
す
る
こ
と 

・
減
価
補
償
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と 

② 

審
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
事
項 

・
評
価
委
員
の
選
任 

・
過
小
宅
地
ま
た
は
過
小
借
地
の
基
準
の
決
定
に
関
す

る
こ
と 

・
地
積
が
小
さ
く
て
換
地
を
定
め
な
い
場
合 

・
大
き
な
土
地
の
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
す
る
場
合 

・
立
体
換
地
に
関
す
る
こ
と 

 

●
審
議
会
委
員
の
任
期 

 
 
 
 

五
年 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
日
か
ら 

 

平
成
三
十
五
年
十
二
月
十
九
日
ま
で 

 

●
審
議
委
員
十
名
の
構
成 

・
学
識
経
験
者 

 
 
 
 
 

 
 

二
名 

 
 

（
市
長
が
選
任
し
ま
す
） 

・
地
権
者
及
び
借
地
権
者
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総

数
の
割
合
に
応
じ
て
選
挙
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。 

（
現
在
の
人
数
） 

 
 

  

土
地
所
有
者 

 
 
 
 

七
名 

 
 

  

借

地

権

者 
 
 
 
 

一
名 

 

●
選
挙
内
容 

① 

選
挙
期
日
の
公
告 

 

平
成
三
十
年
九
月
六
日 

 

（
市
の
掲
示
板
に
て
公
告
を
行
い
ま
し
た
） 

② 

選
挙
期
日 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
九
日
（
日
） 

③ 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧 

 

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
か
ら 

 

 

平
成
三
十
年
十
月
二
十
五
日
ま
で 

 

（
市
役
所
都
市
整
備
課
に
て
縦
覧
を
行
い
ま
し
た
） 

④ 

選
挙
権
に
つ
い
て 

 

宅
地
の
所
有
者
ま
た
は
借
地
権
者
は
宅
地
の
大
き

さ
、
筆
数
に
か
か
わ
ら
ず
一
個
の
選
挙
に
関
す
る
権

利
を
有
し
て
お
り
、
両
方
の
権
利
が
あ
る
場
合
は
二

個
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

⑤ 

被
選
挙
権
に
つ
い
て 

 

選
挙
権
を
有
す
る
者
は
被
選
挙
権
も
有
し
ま
す
が
、

次
に
掲
げ
る
者
は
該
当
し
ま
せ
ん
。 

・
未
成
年
者 

・
禁
治
産
者
ま
た
は
準
禁
治
産
者 

・
禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
執
行
が
終
わ
る
ま
で

等 

※
選
挙
権
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
制
限
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

⑥
立
候
補
し
よ
う
と
す
る
者
は
立
候
補
届
、
推
薦
に
よ

る
場
合
は
、
立
候
補
推
薦
届
及
び
承
諾
書
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

・
立
候
補
受
付
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
六
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
（
予
定
） 

・
受
付
時
間 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

・
受
付
場
所 

都
市
整
備
課 

 

●
選
挙
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

九
月
六
日 

 
 
 

選
挙
期
日
の
公
告 

十
月
十
二
日 

 
 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
開
始 

 

十
月
二
十
五
日 

 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
完
了 

 

十
一
月
十
九
日 

 
 

選
挙
人
名
簿
の
訂
正
の
公
告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

選
挙
人
名
簿
の
確
定
の
公
告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
定
数
の
公
告 

 

十
一
月
六
日 

 
 

立
候
補
受
付
開
始
日 

 

十
一
月
十
五
日 

 

立
候
補
届
の
締
切
日 

 

十
一
月
十
六
日 

 

立
候
補
者
の
氏
名
の
公
告 

 

十
一
月
二
十
二
日 

学
識
経
験
者
の
選
任 

 

十
一
月
二
十
九
日 

選
挙
場
並
び
に
投
票
時
間
及
び 

開
票
日
時
の
公
告 

 

十
二
月
九
日 

 
 

選
挙
期
日
（
投
票
日
） 

 

十
二
月
十
日 

 
 
 

当
選
人
の
公
告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
選
人
へ
の
通
知 

 

十
二
月
十
九
日 

旧
委
員
任
期
満
了
日 

 

十
二
月
二
十
日 

新
委
員
任
期
開
始
日 

   

茂
原
駅
前
通
り
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

に
関
す
る
、
ご
意
見
ご
要
望
ま
た
は
疑
問
等
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
次
の
お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 【
お
問
い
合
わ
せ
先
】 

茂
原
駅
前
通
り
地
区
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
事
務
局 

茂
原
市
役
所
都
市
建
設
部
都
市
整
備
課
区
画
整
理
係 

〒
２
９
７ -

 

８
５
１
１ 

千
葉
県
茂
原
市
道
表
一
番
地 

 

電
話
：
０
４
７
５ 

- 

２
０ 

- 

１
５
４
８
（
直
通
） 


